
 

保健福祉委員会資料 

平成 30 年 9 月 19 日 

保健福祉部保育課 

「保育のあり方検討部会報告」に基づく取組について 

「個別外部監査報告書（平成29年８月）」及び「保育のあり方検討部会報告（同年９月）」（以下、

「あり方検討報告」という。）を踏まえ、以下のとおり、区立保育園に係る中核園の指定、障害児指

定園の指定拡大及び民営化等について、具体的に取り組むこととしたので、報告します。 

１ 中核園の指定 

（１）基本的な考え方等 

○中核園は、保育の質の確保を図るため、地域における保育施設間の連携・情報共有等の促進等、

保育内容の向上に向けた以下の役割を担う。なお、あり方検討報告において、中核園の取組と

した「巡回指導・訪問」機能は、現行どおり、「指導検査」とともに本庁部門で実施する。 

・保育施設間の連携促進：地域懇談会の企画実施、合同研修や集団保育の企画実施など 

・情 報 共 有 等 の 促 進：保育内容に関する身近な相談窓口、危機管理情報等の発信など 

○中核園の指定は、当面、平成32年度に７地域で１園ずつ指定することとし、その後の取組状況

を踏まえ、今後の指定拡大等を検討する。 

○本年10月以降、区内全保育施設に周知を図る。 

（２）平成32年度（予定）の指定園 

地域 井草地域  西荻窪地域 荻窪地域  阿佐谷地域 高円寺地域 高井戸地域 
方南・和泉

地 域 

園名 
四 宮 

保 育 園 

西 荻 北 

保 育 園 

荻 窪 東 

保 育 園 

阿佐谷東  

保 育 園 

高円寺東  

保 育 園 

久 我 山 

保 育 園 

和 泉 

保 育 園 

２ 障害児指定園の指定拡大 

（１）基本的な考え方等 

○現在の指定園８園との地域バランス等を考慮し、新たに７園を障害児指定園に指定する。 

○新たな７園の指定時期は、増加傾向にある障害児保育の需要に迅速な対応を図るため、平成32

年度までに行う。 

○本年10月以降、「保育施設利用のご案内」等により、区民周知を図る。 

（２）新たな指定園（７園）と指定時期 

時期 
(予定) 

平成31年４月 平成32年４月 

地域 阿佐谷地域 西荻窪地域 荻窪地域  高円寺地域 高円寺地域 高井戸地域 
方南・和泉

地 域 

園名 

阿 佐 谷 南 

保 育 園 
(※１) 

西 荻 北 

保 育 園 

上 荻 

保 育 園 

高 円 寺 東 

保 育 園 

松 ノ 木 

保 育 園 
(※２) 

高 井 戸 東 

保 育 園 

永 福 南 

保 育 園 

※１ 平成30年11月から阿佐谷南三丁目12番12号に移転。 

※２ あり方検討報告では、永福北保育園を候補園としていたが、地域バランス等を考慮し、松ノ木保育

園に変更。 

 

 

 

 



 

 

３ 区立保育園の民営化等 

（１）区立保育園の民営化 

（ア）基本的な考え方等 

○現施設を取り巻く状況や地域バランス等を考慮し、既に平成32年度の民営化園として決定

している２園（中瀬保育園、井荻保育園）を除く４園を新たに民営化の対象園とする。 

○４園の民営化時期は、周知期間の確保等のため、平成34年度以降とし、本年10月以降、民営

化する園の保護者説明会を実施するとともに、「保育施設利用のご案内」等により、区民周

知を図る。 

（イ）平成34年度以降の民営化園 

時期(予定) 平成34年４月 平成35年４月 平成36年４月 

地 域 荻窪地域 荻窪地域 阿佐谷地域 方南・和泉地域 

園 名 等 

荻窪保育園 天沼保育園 大宮保育園 永福北保育園 

現施設を居抜きに

より民営化 

都と調整し、(仮称)

都営天沼二丁目団地

内に移転して民営化 

現施設を解体し、新

設整備を民間事業者

が実施して民営化 

(仮称)永福三丁目

複合施設内に移転

して民営化 

※民営化に当たっての事業者の選定スケジュール等は別途検討・具体化する。 

（２）指定管理者制度を導入している区立保育園の私立保育園への転換 

（ア）基本的な考え方等 

○指定管理者制度を導入している区立保育園７園について、指定期間満了時を目途に、私立保

育園へ転換する。 

○私立保育園への転換に当たって、在園児への影響等を考慮し、現事業者による運営を継続す

ることを前提に必要な調整を図ることとし、適切な時期に、通知等により転換園の保護者周

知を図る。 

（イ）転換園 

指 定 期 間 平成3 2年度末 平成33年度末 

転換時期(予定) 平成3 3年４月 平成34年４月 

園 名 

下 高 井 戸 

保 育 園 

高 井 戸 

保 育 園 

荻 窪 北 

保 育 園 

高 円 寺 北 

保 育 園 

高 円 寺 南 

保 育 園 

堀 ノ 内 東 

保 育 園 
(※１) 

上 高 井 戸 

保 育 園 

※１ 堀ノ内東保育園は、本年第３回区議会定例会に提出する議案（現事業者を平成31～33年度の指定

管理者に指定）を前提に記載している。 

４ 区保育室等の今後のあり方 

（１）基本的な考え方等 

○この間、臨時事業として実施してきた区保育室等は、あり方検討報告を踏まえ、「待機児童ゼロ」

の実現に影響を及ぼさないことを前提に、平成30年度以降、段階的に廃止する。 

○平成30年度末に廃止する保育室等（保護者説明会実施済）及び同31年度以降に廃止する保育室等

については、本年10月以降、「保育施設利用のご案内」等により、区民周知を図る。 

※平成31年度末以降に廃止する保育室等は、現時点のもので、今後の利用状況等に応じて更なる廃止等

を検討・具体化する。 

（２）廃止する保育室等 
時 期 

(予定) 平成30年度末 平成31年度末 平成3 6年度末 

施設名 

(定員) 

定期利用保育 

西 荻 

１～２歳 

計 ９ 名 

保 育 室 

清 沓 中 通 

１～２歳 

計 15名 

保 育 室 

今 川 北 

１～２歳 

計 20名 

保 育 室 

南阿佐ヶ谷第二 

０～２歳 

計 30名 

(※１) 

保 育 室 

ほ り ま つ 

１～２歳 

計 30名 

保 育 室 

荻 窪 

１～２歳 

計 15名 
(※２) 

保 育 室 

和 泉 北 

３～５歳 

計 20名 
(※２) 

保 育 室 

若 杉 

１～５歳 

計 70名 

(※３) 

※１ 保育室南阿佐ヶ谷第二は、保育需要予測を踏まえ、平成31年４月に定期利用保育事業へ転換する。 

※２ 現在の在所児童（保育室荻窪は１・２歳児、保育室和泉北は４・５歳児のみ）への影響はない。 

※３ 保育室若杉は、平成33年４月より段階的に１歳児以降の新規入所募集を停止する。 



井草（ 築44年）

四宮（ 築51年）

今川（ 築38年）

善福寺（ 築41年）

下井草（ 築38年）

阿佐谷北（ 築43年）

本天沼（ 築47年）

天沼（ 築50年）

西荻北（ 築45年）

松庵（ 築42年）
高円寺東（ 築39年）

和田（ 築40年）

松ノ 木（ 築43年）

上荻（ 築44年）

荻窪東（ 築31年）

阿佐谷南（ 築1年）

阿佐谷東（ 築44年）

和泉（ 築50年）

永福北（ 築40年）

大宮（ 築48年）

成田（ 築47年）

浜田山（ 築39年）

荻窪南（ 築45年）

宮前（ 築47年）

荻窪（ 築19年）

大宮前（ 築52年）

堀ノ 内（ 築55年）

永福南（ 築41年）

民

高井戸東（ 築44年）

久我山東（ 築46年）

久我山（ 築40年）中

中

中 中

中

障

障

障

障

障

民

民

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

  ※築年数は平成30年７ 月１ 日時点

民
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今後の中核園、障害児指定園及び民営化園について 参考資料


